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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の穿通孔を有する棚板と、
　２つの前記棚板の間に配設され、前記第１の穿通孔に整列した第２の穿通孔を有し、前
記第２の穿通孔の対向した２つの内壁のそれぞれに第１の位置決め部を有する縦板と、
　前記第２の穿通孔に穿設され、前記第１の位置決め部により位置決めされ、両端のそれ
ぞれに第１の結合部を有し、長さが前記縦板の高さより小さい中間接続部材と、
　前記第１の穿通孔に穿設され、両端のそれぞれに前記第１の結合部に対応する第２の結
合部を有し、２つの前記中間接続部材を結合し、前記棚板及び前記縦板を直列接続固定す
るための接続部材と、
　を備えていることを特徴とする拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリ。
【請求項２】
　前記中間接続部材の外周壁に前記第１の位置決め部と互いに係合可能な第２の位置決め
部を有していることを特徴とする請求項１に記載の拡張可能型組み立てラックの組み立て
素子アセンブリ。
【請求項３】
　前記第２の穿通孔に設けられ、前記中間接続部材が穿設されるための補助縦板をさらに
備え、前記補助縦板は、前記中間接続部材が穿設されるための第３の穿通孔を有し、さら
に前記補助縦板の対向した２つの側壁のそれぞれに前記第１の位置決め部と互いに係合可
能な第４の位置決め部を有し、前記補助縦板が前記第３の穿通孔に対応し、対向した２つ
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の内壁に第３の位置決め部を有し、前記中間接続部材の外周壁に前記第３の位置決め部と
互いに係合可能な第２の位置決め部を有していることを特徴とする請求項１に記載の拡張
可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリ。
【請求項４】
　隣り合う第１の穿通孔及び補助第１の穿通孔を有する棚板と、
　２つの前記棚板の間に配設され、前記第１の穿通孔及び前記補助第１の穿通孔に整列し
た第２の穿通孔を有し、前記第２の穿通孔の対向した２つの内壁のそれぞれに第１の位置
決め部を有する縦板と、
　前記第２の穿通孔に穿設され、前記第１の位置決め部により位置決めされ、両端のそれ
ぞれに第１の結合部を有し、長さが縦板の高さより小さい中間接続部材と、
　２つの前記棚板の間に配設され、前記第１の穿通孔及び前記補助第１の穿通孔に整列し
た第２の穿通孔を有し、前記第２の穿通孔の対向した２つの内壁のそれぞれに第１の位置
決め部を有するサブ縦板と、
　２つの前記サブ縦板の間に配設され、前記第１の穿通孔及び前記補助第１の穿通孔に整
列した貫通孔及び補助貫通孔を有するサンドウィッチプレートと、
　前記サブ縦板の第２の穿通孔に穿設され、前記第１の位置決め部により位置決めされ、
両端のそれぞれに第１の結合部を有するサブ中間接続部材と、
　前記第１の穿通孔及び前記補助第１の穿通孔に穿設され、両端のそれぞれに前記第１の
結合部に対応する第２の結合部を有し、前記中間接続部材を結合して前記棚板及び前記縦
板を直列接続固定し、また、前記サブ中間接続部材を結合して前記棚板、前記サンドウィ
ッチプレート及び前記サブ縦板を直列接続固定するための接続部材と、
　を備えていることを特徴とする拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリ。
【請求項５】
　前記第２の穿通孔に設けられ、前記中間接続部材が穿設されるための補助縦板をさらに
備え、前記補助縦板は、前記中間接続部材が穿設されるための第３の穿通孔を有し、さら
に前記補助縦板の対向した２つの側壁のそれぞれに前記第１の位置決め部と互いに係合可
能な第４の位置決め部を有し、前記補助縦板が前記第３の穿通孔に対応し、対向した２つ
の内壁に第３の位置決め部を有し、前記中間接続部材の外周壁に前記第３の位置決め部と
互いに係合可能な第２の位置決め部を有していることを特徴とする請求項４に記載の拡張
可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組み立て素子アセンブリに関し、より詳しくは、拡張可能型組み立てラック
の組み立て素子アセンブリに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家具を消費者自らが組み立てるのがブームとなっており、ＤＩＹ（Do It Yourse
lf）式の家具、特にラック構造が極めて人気を博している。従来のラック構造としては、
例えば、複数の棚板及び縦板を利用し１つのフレームユニット又は複数のフレームユニッ
トを組み立て、該フレームユニットの裏面にそれぞれ交差状の固定ロッドを設けることに
より、各該フレームユニットの全体構造の強度を高めるものが挙げられる。
【０００３】
　但し、前記固定ロッドはラック構造を効果的に支えることができないため、ラック構造
に十分な構造強度を付与できず、相当な重量の物品を搭載することができない。また、該
棚板及び縦板は規格化された製品であるため、組み立て済みのラック構造体にフレームユ
ニットを追加したくても、該規格化された棚板及び縦板の制限により、フレームユニット
の数量を任意に変更することができない。実際に必要に応じて該フレームユニットの数量
を変更したい場合には、その他の規格の棚板及び縦板を別途に購入する必要があった。上
述の如く、従来のラック構造には構造の強度と使用上の不便さという問題がある。



(3) JP 4486137 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

【０００４】
　上記課題に鑑みて、図１Ａ乃至図１Ｃに示すように、上述の欠点を解決するためのラッ
ク構造として、例えば特許文献１には、複数の棚板１、１ａと、該棚板１、１ａの間に設
けられた複数の縦板３と、該縦板３の端部と棚板１、１ａとの間に設けられた複数の拡張
型材２と、該棚板１、１ａ、縦板３及び拡張型材２を貫通し接続固定するための直列接続
型材４とを備えている、組み立てラックの組み立て素子アセンブリが提案されている。
【０００５】
　図１Ａ、図１Ｂに示すように、該棚板１、１ａの端部は第１の穿通孔１０を有し、該棚
板１の底端にある対向した２つの側辺には突出したパッド１１が設けられている。
【０００６】
　縦板３は中空のフレーム状構造とされ、第１の穿通孔１０に整列する第２の穿通孔３０
を有し、該第２の穿通孔３０の対向した２つの内壁のそれぞれは第１の位置決め部３０を
有している。
【０００７】
　拡張型材２は、縦板３の端部に跨設され、縦板３の端部と棚板１、１ａの間に位置し、
第３の穿通孔２０を有している。第３の穿通孔３０の対向した２つの内壁のそれぞれは第
３の位置決め部２００を有している。
【０００８】
　図１Ｃは、棚板１、縦板３及び拡張型材２を直列接続型材４によって貫通されている概
略図である。直列接続型材４は、円柱状構造とされ、周壁に第２の位置決め部４０を有し
、端部にネジ孔４１を有し、第１の穿通孔１０、第３の穿通孔２０、第２の穿通孔３０を
順次貫通している。この第２の位置決め部４０は、第１の位置決め部３００、第３の位置
決め部２００に係合されることにより、直列接続型材４が拡張型材２及び縦板３において
任意に回転しないように構成されている。複数のネジ４２のそれぞれは、対応するガスケ
ット４３を貫通し、ネジ孔４１に螺合されることにより、直列接続型材４に直列接続され
た棚板１、１ａ、縦板３及び拡張型材２が緊密に挟持固定され位置付けされ、少なくとも
１つのフレームユニットが構成されている。
【０００９】
　上記の構造によれば、該フレームユニットの前・後側には、可動扉及び背板（図示せず
）がさらに設けられてもよく、該フレームユニットの数量を増加したい場合には、元のフ
レームユニット構造上に所定の数量の棚板１、縦板３及び拡張型材２を積層し、長めの直
列接続型材４により該棚板１、縦板３及び拡張型材２を緊密に挟持固定し位置決めすれば
よい。
【００１０】
　但し、直列接続型材４は、両端にそれぞれネジ４２が螺合されることにより、棚板１、
１ａ、縦板３及び拡張型材２を緊密に挟持固定し位置付ける。通常、該フレームユニット
が周縁角箇所に設けられているため、該設置箇所に隣接した場所には該フレームユニット
を組み立てるのが一般的である。このように、長めの直列接続型材４、組み立て方式及び
組み立て箇所の３つの影響により、該フレームユニットを組み立てるのが困難となってい
る。
【特許文献１】台湾特許公告第１２８２２６５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、直列接続型材４の長さ及び組み立て場所に制限されるという既存の組み立てラ
ック構造が抱えていた組み立て方式のこれらの欠点を改善し、組み立てラックの組み立て
を容易にすることは、極めて解決すべき課題となっている。
【００１２】
　そこで、以上の事情に鑑み、本発明は、組み立て容易な拡張可能型組み立てラックの組
み立て素子アセンブリを提供することを目的とする。
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【００１３】
　また、本発明は、フレームユニット構造を好適に調整・組み立て可能な、拡張可能型組
み立てラックの組み立て素子アセンブリを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の目的を達成するために、本発明は、
　スリーブが嵌設されるための第１の穿通孔を有し、ガラス、石材、セメント、金属又は
木材のいずれか１つからなる板体である棚板と、
　２つの該棚板の間に配設され、該第１の穿通孔に整列した第２の穿通孔を有し、該第２
の穿通孔の対向した２つの内壁のそれぞれに第１の位置決め部を有し、端面には該棚板と
互いに接触するクッションが設けられるとともに、該第２の穿通孔の対向した２つの端に
該クッションが固定されるための嵌合部が設けられている縦板と、
　該第２の穿通孔に穿設され、該第１の位置決め部により位置決めされ、両端のそれぞれ
に例えばネジ孔である第１の結合部を有し、長さが該縦板の高さより小さい中間接続部材
と、
　該第１の穿通孔に穿設され、両端のそれぞれに該第１の結合部に対応する第２の結合部
を有し、２つの該中間接続部材を結合し、該棚板及び縦板を直列接続固定するための接続
部材と、を備えている拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、
　隣り合う第１の穿通孔及び補助第１の穿通孔を有する棚板と、
　２つの該棚板の間に配設され、該第１の穿通孔及び該補助第１の穿通孔に整列した第２
の穿通孔を有し、該第２の穿通孔の対向した２つの内壁のそれぞれに第１の位置決め部を
有する縦板と、
　該第２の穿通孔に穿設され、該第１の位置決め部により位置決めされ、両端のそれぞれ
に第１の結合部を有し、長さが縦板の高さより小さい中間接続部材と、
　２つの該棚板の間に配設され、該第１の穿通孔及び補助第１の穿通孔に整列した第２の
穿通孔を有し、該第２の穿通孔の対向した２つの内壁のそれぞれに第１の位置決め部を有
するサブ縦板と、
　２つの該サブ縦板の間に配設され、該第１の穿通孔及び補助第１の穿通孔に整列した貫
通孔及び補助貫通孔を有するサンドウィッチプレートと、
　該サブ縦板の第２の穿通孔に穿設され、該第１の位置決め部により位置決めされ、両端
のそれぞれに第１の結合部を有するサブ中間接続部材と、
　該第１の穿通孔及び補助第１の穿通孔に穿設され、両端のそれぞれに該第１の結合部に
対応する第２の結合部を有し、該中間接続部材を結合し、該棚板及び縦板を直列接続固定
し、また、該サブ中間接続部材を結合し、該棚板、サンドウィッチプレート及びサブ縦板
を直列接続固定するための接続部材と、を備えている拡張可能型組み立てラックの組み立
て素子アセンブを提供する。
【００１６】
　一つの実施形態では、該第２の穿通孔は、互いに連通した複数の円孔に区分され、該中
間接続部材は、円柱体とされ、該円孔に位置付けされ、外径が該第１の穿通孔の孔径より
も大きい。また、該中間接続部材の外周壁に、例えばリブである第１の位置決め部と互い
に係合された、例えばトレンチである第２の位置決め部を有している。
【００１７】
　また、他の実施形態では、該第２の穿通孔は、互いに連通した複数の矩形状の孔に区分
され、該中間接続部材は、矩形状の柱体とされ、該矩形状の孔に位置付けられている。
【００１８】
　さらにまた、他の実施形態では、該第２の穿通孔に該中間接続部材が穿設されるための
補助縦板が設けられ、該補助縦板は、該中間接続部材が穿設されるための第３の穿通孔を
有し、該補助縦板の対向した２つの端部のそれぞれに例えばリブである第１の位置決め部
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と係合される、例えばトレンチである第４の位置決め部を有し、該第３の穿通孔において
対向した２つの内壁のそれぞれに例えばリブである第３の位置決め部を有し、該中間接続
部材の外周壁には該第３の位置決め部と互いに係合される、例えばトレンチである第２の
位置決め部を有している。
【００１９】
　さらにまた他の実施形態では、該サブ縦板の構造は、該縦板の構造と同じく、該サブ縦
板の高さが該縦板の高さより小さく、該サブ中間接続部材の構造は、該中間接続部材と同
様に、該サブ中間接続部材の長さが該中間接続部材の長さより小さい。該サブ縦板が該第
２の穿通孔に隣接し対向した２つの端に嵌合部を有し、該嵌合部には該棚板と相互に接触
するクッションが設けられている。該縦板の第２の穿通孔は、相互に連通した複数の円孔
又は矩形状の孔に区分され、該サブ中間接続部材は、円柱体又は矩形状の柱体とされ、該
サブ縦板の孔に位置決めされている。該サブ縦板の第１の位置決め部はリブであり、該サ
ブ中間接続部材の外周壁に該サブ縦板の第１の位置決め部と互いに係合される、例えばト
レンチである第２の位置決め部を有している。
【００２０】
　上述の組み立て素子は、該中間接続部材の長さが該縦板の高さよりも小さいため、該棚
板と縦板とからなる１つ又は複数のフレームユニットが、該中間接続部材及び接続部材に
より直列接続され、該棚板及び縦板が緊密に挟持固定されるように構成されている。また
、長さの差異により、該フレームユニットが該中間接続部材の長さ及び組み立て場所に制
限されず、該フレームユニットの構造強度が高められるように構成されている。
【００２１】
　さらに、該中間接続部材と縦板との組み合わせにより、該棚板に対して該縦板の横向き
及び縦向きの位置調整を行うことができ、該棚板に対して該縦板の位置が多様化され、最
適に構造設計された拡張可能な組み立てラックが組み立てられるようになる。
【００２２】
　さらに、上記の構造によれば、一方の縦板を他方の縦板の方向に延ばすことで、バック
ウォールとして使用されることができ、該サンドウィッチプレートには物を載置可能とな
り、該２つの棚板を複数の空間に分割することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明を実施の形態に基づいて詳述するが、本発明は、これらの実施の形態に限
定される訳ではなく、明細書に記載の内容から、当業者であれば容易に本発明のその他の
利点や効果を理解可能である。
【００２４】
［第１の実施形態］
　図２Ａ乃至図２Ｃは、本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブ
リの第１の実施形態の概略図である。
【００２５】
　図２Ａ、図２Ｂに示すように、該拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリ
は、複数の棚板５、２つの該棚板５の間に設けられた２つの縦板７、該縦板７に設けられ
た中間接続部材６、該中間接続部材６に接続され該縦板７及び棚板５を直列接続固定する
ための接続部材６１を備えている。
【００２６】
　棚板５は、第１の穿通孔５０を有し、該第１の穿通孔５０には該棚板５の保護のために
該第１の穿通孔の周囲表面に対応するスリーブ５００が嵌設されており、ガラス、石材、
セメント、金属又は木材のいずれか１つからなる板体を採用することができる。
【００２７】
　さらに、図２Ｃに示すように、縦板７は中空のフレーム型構造をしており、対向した２
つの内壁のそれぞれに第１の位置決め部７００を有する第２の穿通孔を備え、第２の穿通
孔７０が互いに連通した円孔になるように、縦板７の端面には棚板５と相互に接触し表面



(6) JP 4486137 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

の摩擦力を上げるクッション７０２が設けられている。本実施形態において、該縦板７が
第２の穿通孔７０に隣接し対向した２つの端には、クッション７０２が固定されるための
嵌合部７０１が設けられている。
【００２８】
　中間接続部材６は円柱体とされ、その長さは縦板７の高さよりも小さく、第２の穿通孔
７０が穿設されている。中間接続部材６の外径は、第２の穿通孔７０の各円孔の孔径より
も僅かに小さい。第１の位置決め部７００は、中間接続部材６を穿設された円孔に位置決
めさせる。中間接続部材６は外径が第１の穿通孔５０の孔径よりも大きく、両端に例えば
ネジ孔である第１の結合部６０を有している。
【００２９】
　接続部材６１は、第１の穿通孔５０に穿設され、両端のそれぞれに第１の結合部６０に
対応する、例えばスクリューである第２の結合部を有し、２つの中間接続部材６を結合し
、棚板５及び縦板７を直列に接続し固定する。本実施形態では、接続部材６１はスクリュ
ーであるが、その他の実施形態では、該接続部材は両端に第２の結合部（例えばスクリュ
ー）を有するロッド体である場合もあり、本実施形態に限定される訳ではない。
【００３０】
　組み立ての際にはまず、縦板７を棚板５上に設置し、中間接続部材６を第２の穿通孔７
０に穿設し、複数のネジ６２を対応するガスケット６３及び第１の穿通孔５０に貫通し、
第１の結合部６０に螺固する。中間接続部材６の長さが縦板７の高さよりも小さいため、
スリーブ５００により中間接続部材６の端部による棚板５への摩耗を回避し、接続部材６
１によって他の中間接続部材６に接続することができる。接続部材６１は第１の穿通孔５
０を貫通し、他の中間接続部材６の第１の結合部６０に結合することで、２つの中間接続
部材６が互いに直列に接続され、縦板７及び棚板５を順次積層する。組み立てが完了する
まで、中間接続部材６及び接続部材６１によって縦板７及び棚板５を直列に接続する。複
数のネジ６２は、対応するガスケット６３及び第１の穿孔５０を貫通し、第１の結合部６
０に螺固する。ネジ６２の螺固が行われる時、中間接続部材６のそれぞれが頂端にあるネ
ジ６２の方向へ徐々に移動し、さらに逆方向への押圧により最頂層にある棚板５が徐々に
最底層の棚板５に向かって移動する（図２Ｂ参照）。このように、接続部材６１によって
直列に接続された棚板５及び縦板７は、緊密に挟持固定され位置決めされる。
【００３１】
　縦板７が２つの棚板５の間に位置した際に、クッション７０２が２つの棚板５それぞれ
に接触することによって、クッション７０２と棚板５との間に摩擦力が生じる。この摩擦
力によって、外力が縦板７に作用しても元の位置のまま維持される。
【００３２】
　上記のように、縦板７の高さは中間接続部材６の長さよりも大きいため、複数のフレー
ムユニットを結合したい時、棚板５及び縦板７が中間接続部材６の長さに制限されず、中
間接続部材６は、接続部材６１ともう１つの中間接続部材６との相互接続により２つのフ
レームユニットを相互に接続するとともに、ネジ６２の螺固により、接続部材６１が相互
に連動され、接続部材６１により直列接続された棚板５及び縦板７が緊密に挟持固定され
位置決めされる。これにより、該フレームユニットが任意の位置において組み立てられる
ことが可能となる。このように、縦板７の高さと中間接続部材６の長さとの差異により、
フレームユニットが組み立てられた場合に、中間接続部材６の長さ及び組み立て場所に制
限されることはなくなる。
【００３３】
　また、第２の穿通孔７０の各円孔の設計により中間接続部材６が対応する各円孔に任意
に穿設され、縦板７を棚板５に対して縦方向の位置に調整することができ、フレームユニ
ットの組み立て設計を組み立て場所に応じて変更することができる。
【００３４】
［第２の実施形態］
　本発明に係る第２の実施形態を、図３Ａ及び図３Ｂに示している。本実施形態は、図２
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Ａ及び図２Ｃに示す縦板７及び中間接続部材６の他の設計を示す。
【００３５】
　図３Ａ及び図３Ｂに示すように、中間接続部材６ａは円柱体とされ、周壁に互いに離間
した状態で、複数の例えばトレンチである第２の位置決め部６４を有している。
【００３６】
　縦板７ａは、第２の穿通孔７０ａを有し、該第２の穿通孔７０ａの対向した２つの内壁
に互いに離間した状態で、複数の例えばリブである第１の位置決め部７００ａを有し、第
２の穿通孔７０ａを互いに連通した複数の矩形状の孔に区分する。第１の位置決め部７０
０ａは、第２の位置決め部６４と互いに係合されることにより、中間接続部材６ａが第２
の穿通孔７０ａに位置決めされる。
【００３７】
［第３の実施形態］
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明に係る第３の実施形態を示している。本実施形態は、図２
Ａ及び図２Ｃに示した縦板７及び中間接続部材６の他の設計を示す。
【００３８】
　図４Ａ及び図４Ｂに示すように、中間接続部材６ｂは矩形状の柱体とされ、中間接続部
材６ｂの対向した２つの端部のそれぞれに、例えばトレンチである第２の位置決め部６４
ｂを有している。
【００３９】
　縦板７ｂは、第２の穿通孔７０ｂを有し、この第２の穿通孔７０ｂの対向した２つの内
壁に互いに離間した状態で、複数の例えばリブである第１の位置決め部７００ｂを有し、
第２の穿通孔７０ｂを互いに連通した複数の矩形状の孔に区分する。中間接続部材６ｂが
対応する矩形状の孔に穿設された場合には、第１の位置決め部７００ｂによって、中間接
続部材６ｂが該矩形状の孔に位置決めされる。
【００４０】
［第４の実施形態］
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明に係る第４の実施形態を示している。本実施形態は、図２
Ａ、及び図２Ｃに示した縦板７のさらに他の設計を示している。しかしながら、中間接続
部材６ｂについては、図４Ａ及び図４Ｂに開示されているので省略する。
【００４１】
　図５Ａ及び図５Ｂに示すように、縦板７ｃは、第２の穿通孔７０ｃを有し、この第２の
穿通孔７０ｃの対向した２つの内壁に互いに離間した状態で、複数の例えばリブである第
１の位置決め部７００ｃを有し、第２の穿通孔７０ｃを互いに連通した複数の矩形状の孔
に区分する。中間接続部材６ｂが対応する矩形状の孔に穿設された場合には、第１の位置
決め部７００ｃが第２の位置決め部６４ｂと互いに係合される。
【００４２】
［第５の実施形態］
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明に係る第５の実施形態を示している。本実施形態は、図２
Ａ、及び図２Ｃに示した縦板７のさらなる他の設計を示している。しかしながら、中間接
続部材６ａについては、図３Ａ及び図３Ｂに開示されているので省略する。
【００４３】
　縦板７ｄは、第２の穿通孔７０ｄを有し、この第２の穿通孔７０ｄの対向した２つの内
壁に互いに離間した状態で、複数の例えばリブである第１の位置決め部７００ｄを有し、
第２の穿通孔７０ｄを互いに連通した複数の矩形状の孔に区分する。
【００４４】
　本発明は、少なくとも１つの補助縦板８をさらに備え、該補助縦板８は、中空矩形体と
され、第３の穿通孔８０を有し、この第３の穿通孔８０の対向した２つの内壁に互いに離
間した状態で、複数の例えばリブである第３の位置決め部８００を有し、第３の穿通孔８
０を互いに連通した複数の矩形状の孔に区分する。補助縦板８の対向した２つの端部のそ
れぞれは、例えばトレンチである第４の位置決め部８１を有している。
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【００４５】
　補助縦板８は、対応する第２の穿通孔７０ｄの矩形状の孔に穿設され、第４の位置決め
部８１は、第１の位置決め部７００ｄに係合されることにより、補助縦板８を第２の穿通
孔７０ｄに位置決めし、中間接続部材６ａは、第３の穿通孔８０に穿設され、第３の位置
決め部８００は、第２の位置決め部６４が互いに係合されることにより、中間接続部材６
ａを第３の位置決め部８００に位置決めし、このような結合により縦板７ｄを棚板に対し
て縦方向及び横方向の位置を調整する。この調整方式によって、縦板７ｄは棚板の第１の
穿通孔の位置に制限されず、該棚板に対して最適な位置に調整可能とされる。
【００４６】
　上述の各実施形態によれば、本発明では、縦板７、７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄの高さが中
間接続部材６、６ａ、６ｂの長さよりも大きいため、フレームユニットの組み立ての際に
、中間接続部材６、６ａ、６ｂの長さ及び組み立て場所による制限が解消される。
【００４７】
　中間接続部材６、６ａ、６ｂの相互連動によって、接続部材６１によって直列に接続さ
れた棚板５及び縦板７、７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄが緊密に挟持固定され位置決めされ、フ
レームユニットの構造強度が高められる。
【００４８】
　縦板７、７ａ、７ｂ、７ｃと中間接続部材６、６ａ、６ｂとの間の組み合わせが、縦板
７、７ａ、７ｂ、７ｃを棚板５に対して縦方向に調整し、また、縦板７ｄ、補助縦板８及
び中間接続部材６ａの３つの組み合わせが、縦板７ｄを棚板５に対して縦方向及び横方向
に調整することによって、縦板７、７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄが棚板５に対して最適な位置
に調整され、第１の穿通孔５０の位置に制限されず、縦板７、７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄの
棚板５に対する位置が変更可能となり、最適に構造設計されたフレームユニットの組み立
てが可能になる。
【００４９】
［第６の実施形態］
　図７Ａ乃至図７Ｃは、本発明に係る第６の実施形態を示し、上記の拡張可能型組み立て
ラックの組み立て素子アセンブリのさらなる他の設計である。
【００５０】
　図７Ａ及び図７Ｂに示すように、縦板７及び中間接続部材６は、図２Ａの縦板７及び中
間接続部材６と同一であるため、ここでは詳しい説明を省略するが、図３Ｂ、図４Ｂ、図
５Ｂ、及び図６Ｂに示した縦板７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄ及び中間接続部材６、６ａ、６ｂ
と同一とされる場合がある。
【００５１】
　棚板５ａは、第１の穿通孔５０ａ及び補助第１の穿通孔５１ａを有し、この第１の穿通
孔５０ａは、棚板５ａの対向した２つの側辺にある隣接した中央位置にそれぞれ位置し、
該補助第１の穿通孔５１ａは、棚板５ａの対向した２つの側辺にある周縁位置に位置し、
しかも第１の穿通孔５０ａに隣接し、第１の穿通孔５０ａ及び補助第１の穿通孔５１ａに
はそれぞれスリーブ５００が嵌設されている。
【００５２】
　本発明では、２つのサブ縦板７ｅと、該サブ縦板７ｅに穿設された中間接続部材６ｃと
、２つのサブ縦板７ｅの間に挟設されたサンドウィッチプレート９と、棚板５ａに設けら
れたトリムストリップ６５と、をさらに備えている。
【００５３】
　サブ縦板７ｅの構造は、縦板７と同一とされ、即ちサブ縦板７ｅは第２の穿通孔７０ｅ
、第１の位置決め部７００ｅ、嵌合部７０１ｅ及びクッション７０２ｅを同様に有し、該
サブ縦板７ｅの高さは縦板７の高さよりも小さい。
【００５４】
　サブ中間接続部材６ｃの構造は、中間接続部材６と同一とされ、即ちサブ中間接続部材
６ｃは第１の結合部６０ｃを有し、サブ中間接続部材６ｃの高さは中間接続部材６の高さ
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よりも小さい。
【００５５】
　サンドウィッチプレート９は、棚板５ａの第１の穿通孔５０ａ及び補助第１の穿通孔５
１ａに対して貫通孔９０及び補助貫通孔９１を有し、該貫通孔９０及び補助貫通孔９１の
それぞれにはスリーブ５００が嵌設されている。
【００５６】
　トリムストリップ６５は、棚板５ａの第１の穿通孔５０ａ及び補助第１の穿通孔５１ａ
に対して穿通孔６５０及び補助穿通孔６５１を有している。
【００５７】
　組み立ての際に、棚板５ａの一側に縦板７が設けられ、他側に縦板７、サブ縦板７ｅ、
及びサンドウィッチプレート９が設けられている場合もある。縦板７の一側が棚板５ａに
設けられる組み立て方式は、本発明に係る第１の実施形態と同一であるので、ここでは詳
しい説明を省略するが、ネジ６２がそれぞれストリップ６５の穿通孔６５０及び第１の穿
通孔５０ａを貫通し、第１の結合部６０に螺固される点で異なっている。
【００５８】
　棚板５ａには縦板７、サブ縦板７ｅ、及びサンドウィッチプレート９の一側が設けられ
、２つのネジ６２がそれぞれトリムストリップ６５の穿通孔６５０及び補助穿通孔６５１
を貫通し、サブ縦板７ｅに設けられた第２の穿通孔７０ｅにおける２つのサブ中間接続部
材６ｃの第１の結合部６０ｃに螺固される。該サブ中間接続部材６ｃの他の第１の結合部
６０ｃには接続部材６１が螺固され、２つの接続部材６１がそれぞれサンドウィッチプレ
ート９の貫通孔９０及び補助貫通孔９１を貫通し、他のサブ縦板７ｅに設けられた第２の
穿通孔７０ｅの他の２つのサブ中間接続部材６ｃの第１の結合部６０ｃに螺固される。
【００５９】
　ネジ６２は、それぞれガスケット６３及び棚板５ａの第１の穿通孔５０ａを貫通し、上
述の一つのサブ中間接続部材６ｃの他の第１の結合部６０ｃに螺固される。
【００６０】
　接続部材６１は、上述の他のサブ中間接続部材６ｃの他の第１の結合部６０ｃに螺固さ
れ、接続部材６１の他端は、棚板５ａの補助第１の穿通孔５１ａを貫通し、縦板７の第１
の穿通孔７０の最も外側にある中間接続部材６に設けられた第１の結合部６０に螺固され
、縦板７の一端は、棚板５ａの他側の縦板７の方向へ延び、他のネジ６２は、それぞれト
リムストリップ６５の補助穿通孔６５１及び補助第１の穿通孔５１ａを貫通し、中間接続
部材６の他の第１の結合部６０に螺固される。
【００６１】
　図７Ｃは、上述の本実施形態に対して少なくとも１層増加した構造を示し、棚板５ａの
一側には、少なくとも２つの縦板７、サブ縦板７ｅ、及びサンドウィッチプレート９が順
次設けられ、他側には縦板７、サブ縦板７ｅ、サンドウィッチプレート９、及び縦板７が
順次設けられ、且つ、本実施形態において固定作業を実施する際には、実際の状態に応じ
てネジ６２を第１の穿通孔５０ａ又は補助第１の穿通孔５１ａに選択的に設けることがで
きることを示している。このように、サブ縦板７ｅに、それを自在に任意の角度（図に示
す）に回転させるように単一のサブ中間接続部材６ｃが設けられ、かつ、縦板７に単一の
中間接続部材６が設けられるだけで、任意の角度に回転することが可能となる（図７Ｂ及
び図７Ｃに示す）。
【００６２】
　上述の構造によれば、一端が他の縦板７の方向へ延びた縦板７はバックウォールとして
使用可能であり、サンドウィッチプレート９により２つの棚板５ａを複数のスペースに分
割することができる共に、サンドウィッチプレート９に物を置くことも可能となる。
【００６３】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
く、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において様々な
変形が可能である。なお明細書及び図面に直接記載されていないが、本願発明の作用及び
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効果を奏するものであれば、いずれの形状、構造又は材質であっても本願発明の技術的思
想の範囲内に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１Ａ】特許文献１の組み立てラックの組み立て素子アセンブリを模式的に示した図で
ある。
【図１Ｂ】特許文献１の組み立てラックの組み立て素子アセンブリを模式的に示した図で
ある。
【図１Ｃ】特許文献１の組み立てラックの組み立て素子アセンブリを模式的に示した図で
ある。
【図２Ａ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第１の実
施形態を模式的に示した図である。
【図２Ｂ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第１の実
施形態を模式的に示した図である。
【図２Ｃ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第１の実
施形態を模式的に示した図である。
【図３Ａ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第２の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図３Ｂ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第２の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図４Ａ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第３の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図４Ｂ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第３の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図５Ａ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第４の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図５Ｂ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第４の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図６Ａ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第５の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図６Ｂ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第５の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図７Ａ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第６の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図７Ｂ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第６の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【図７Ｃ】本発明に係る拡張可能型組み立てラックの組み立て素子アセンブリの第６の実
施形態の一部を模式的に示した図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　棚板
　１ａ　棚板
　２　拡張型材
　３　縦板
　４　直列接続型材
　５　棚板
　５ａ　棚板
　６　中間接続部材
　６ａ　中間接続部材
　６ｂ　中間接続部材
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　６ｃ　サブ中間接続部材
　７　縦板
　７ａ　縦板
　７ｂ　縦板
　７ｃ　縦板
　７ｄ　縦板
　７ｅ　サブ縦板
　８　補助縦板
　９　サンドウィッチプレート
　１０　第１の穿通孔
　１１　パッド
　２０　第３の穿通孔
　３０　第２の穿通孔
　４０　第２の位置決め部
　４１　ネジ孔
　４２　ネジ
　４３　ガスケット
　５０　第１の穿通孔
　５０ａ　第１の穿通孔
　５１ａ　補助第１の穿通孔
　６０　第１の結合部
　６０ｃ　第１の結合部
　６１　接続部材
　６２　ネジ
　６３　ガスケット
　６４　第２の位置決め部
　６４ｂ　第２の位置決め部
　６５　トリムストリップ
　７０　第２の穿通孔
　７０ａ　第２の穿通孔
　７０ｂ　第２の穿通孔
　７０ｃ　第２の穿通孔
　７０ｄ　第２の穿通孔
　７０ｅ　第２の穿通孔
　８０　第３の穿通孔
　８１　第４の位置決め部
　９０　貫通孔
　９１　補助貫通孔
　２００　第３の位置決め部
　３００　第１の位置決め部
　５００　スリーブ
　６５０　穿通孔
　６５１　補助穿通孔
　７００　第１の位置決め部
　７００ａ　第１の位置決め部
　７００ｂ　第１の位置決め部
　７００ｃ　第１の位置決め部
　７００ｄ　第１の位置決め部
　７００ｅ　第１の位置決め部
　７０１　嵌合部
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　７０１ｅ　嵌合部
　７０２　クッション
　７０２ｅ　クッション
　８００　第３の位置決め部

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】
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